
総合計画審査特別委員会民生福祉分科会審査日程 
 

日時 平成２９年１２月７日（木) 

一般会計予算決算常任委員会 

民生福祉分科会終了後 

場所 第１委員会室 

 
 

１ 議案第８１号 第二次山陽小野田市総合計画に係る基本構想及び基本計画

の策定について（民生福祉分科会所管部分） 

 
 



○連絡先の紹介

・不動産業者（売買・賃貸）

・解体業者

・蜂の巣の駆除    など

　　（照会）
　　　　　　　　　　（回答）

当市、他市区町村 宇部法務局 税務課

・戸籍等調査 ・登記簿調査 ・納税者調査

（相続人調査） （所有者調査）

　※他市照会、相続人複数

※改善が無い場合は再度依頼

１　 解 決 率

率 に 定め まし た。

２　 空 家 率

３　 空 家 数

４　 助 言 率

が特定できず、相続人調査に数 ヶ 月 間要 する 場合 や、 相続 人等 の連 絡先 が特 定で きた

としても、既に相続放棄している場合や所有者又は管理者と連絡が取れないことも多くあ

よって、単年度指標となる前期目標値（平成３３年度）の目標値を解決率ではなく、助言

難 で あ り 、 目 標 値 と す る こ と が 出 来 な い と 考 え ま し た 。

空家等の

所有者、管理者から

行っていないため、次の所有者が決まっておらず、助言を行うための所有者又は管理者

空家等の問題は、単年度で解決するものばかりではなく、むしろ複数年度に渡り、調査

を行うものが増えています。空家等の問題の多くは、所有者が亡くなった際に相続登記を

○助言を行うための所有者又は管理者の特定

を行うべき、所有者等を特定し、適切な助言を行っていくことを目標としました。

資料　１

所有者本人への助言は容易である。しかし、多くの場合は、助言を行うための所有者等

の特定から行う必要がある。問題のある全ての空家等に対処を行っていただくため、助言

の作成期間とは時期が合わないため、目標値にすることがそぐわないと考えました。

る た め 、 問 題 の 解 決 に 至 る ま で に 複 数 年 度 に 渡 っ て 調 査 す る 案 件 が 多 い 。

生活安全課

【 空 家 等 相 談 を 解 決 率 等 で は な く助 言率 １０ ０％ にし た理 由】

空家等の被害を受けている

隣接者、自治会長等から　（　所有者　以外　）

生活安全課

現地調査

所有者又は管理者に善処の依頼

建物の総数と 空家等の総数を把握するこ とが困難なため、空家 率を 算出すること が困

解　　　　　決

国が実施する「住宅土地統計調査」で空家数は、５年ごとに公表されますが、基本構想



資料２ 
消費生活相談について 

 

【消費生活センターの意義と役割】 

  消費生活センターでは、「消費者の保護と自立の支援」を柱として、相談業務を行ってい

ます。 

消費生活に関するトラブルは、ネット社会の進展等で、ますます複雑・多様化し、解決に

はより高度な法律知識や専門知識が不可欠になっています。 

  しかし、消費者は事業者に比べて情報や専門知識、交渉力が不十分な場合が多いため、消

費生活センターでは、消費者と事業者との間に生じた商品やサービスに関する苦情などにつ

いて、相談者に適切に助言を行い、公正な立場で相談を行っています。 

 

 

 

 

 

                    

       

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 【消費生活相談の助言率を 100％とした理由】 

職員の資質の向上に努め、複雑多岐にわたる消費相談に対して適切な助言を１００％行うこ

とを評価指標とします。 

（助言について） 

●同様のトラブルに遭わないためのアドバイス等、相談者に適切な助言を行います。 

●相談業務は、消費者が適切な判断を行うための消費者教育も担っており、安全で安心な消

費生活を送るための支援に繋がります。 

 【解決率・交渉（斡旋）率を評価指標の目標値に設定してしない理由】 

  相談内容は、①被害に遭った、②被害に遭っていないがその対策の問い合わせ、③情報提

供等があります。年度によって相談内容の件数が異なり、②・③の場合は、被害に遭ってお

らず解決が目的ではない為、目標値に解決率を設定することは適切ではないと考えます。 

事業者との交渉については、高齢者や判断能力の低下した相談者、契約内容が複雑な場合

等の際に行いますが、このような相談が無くなることが望ましいことであり、この交渉率を

目標値に設定することはそぐわないと考えます。   

●相談者に助言 

相談者が自ら解決でき

るよう、対処方法をアド

バイスして自主交渉を支

援する。 

 

●相談者に助言 

高齢者や判断能力が低下して

交渉力が劣る方等について、事

業者に事実確認をした上で交渉

を行う。 

 

消費生活センターに寄せられた相談 

 

●相談者に助言 

 被害の未然防止

や適切な相談機関

等の情報を提供す

る。 

●相談の内容と相談者が望んでいることを聴き取る。 

●中立・公正な最善の解決方法を考える。 

 

    

 

相談結果（解決、被害回復、交渉不調、連絡不能等） 

●事業者との間に入り、交

渉を行う 

●情報提供 

 


